
平成31年度 第3回

立川市在宅医療・介護連携推進協議会

議事録

令和元年11月29日（金）午後1時30分～3時00分

立川市福祉保健部高齢福祉課



■ 日 時 令和元年11月29日（金）午後1時30分～3時00分

■ 場 所 立川市役所302会議室

■ 出席者 （敬称略）

［立川市在宅医療・介護連携推進協議会委員］

医療従事者（医師会） 荘司 輝昭（会長）

医療従事者（歯科医師会） 金井 克樹

医療従事者（薬剤師会） 根本 陽充

介護サービス事業従事者（訪問看護事業所） 齋竹 一子

介護サービス事業従事者（介護支援専門員） 谷崎 智子

介護サービス事業従事者（訪問介護事業所） 川田 キヨ子

市民 筧 麻子

学識経験者 鶴岡 浩樹（副会長）

多摩立川保健所 柳澤 智仁

地域包括支援センター 鉢嶺 由紀子

［オブザーバー］

医療従事者（病院地域医療連携室） 沼里 綾乃

医療従事者（病院地域医療連携センター） 宮岡 豊子

［市職員］

福祉保健部高齢福祉課長 小平 真弓

福祉保健部介護保険課長 白井 貴幸

福祉保健部健康づくり担当課長 田村 信行

福祉保健部保険年金課長 森田 雅代

福祉保健部高齢福祉課在宅支援係長 石垣 裕美

福祉保健部高齢福祉課介護予防推進係長 杉山 裕一

福祉保健部高齢福祉課介護予防推進係 久野 明子

［地域包括支援センター］

ふじみ地域包括支援センター 小澤 真治

はごろも地域包括支援センター 藤巻 きよみ

たかまつ地域包括支援センター 大石 貴代美

わかば地域包括支援センター 野呂 美緒

さいわい地域包括支援センター 加藤 雅子

かみすな地域包括支援センター 倉嶋 真章

認知症地域支援推進員 兵藤 千穂

■ 欠席者

［立川市在宅医療・介護連携推進協議会委員］

市民 山下 明義

［市職員］



福祉保健部長 五十嵐 智樹

保健医療担当部長 吉田 正子

福祉保健部健康推進課長 鈴木 眞理

福祉保健部高齢福祉課高齢者事業係長 久保田 耕一

福祉保健部高齢福祉課介護予防推進係 大串 亜希子

［地域包括支援センター］

認知症地域支援推進員 水村 安代



－1－

事務局 皆さん、こんにちは。

定刻になりましたので、始めたいと思います。

協議会の開始時刻となりましたが、初めに、本日はその前に、委

員の皆様の委嘱状についてお伝えをいたします。

委員の皆様、改めまして、立川市在宅医療・介護連携推進協議会

第３期の委員をお引き受けいただき、誠にありがとうございます。

本来であれば、お一人ずつ委嘱状を交付させていただくところです

が、会議の時間の都合もあり、大変失礼とは存じますが、机上配布

とさせていただきました。ご了承いただきますようお願いいたしま

す。

なお、任期は10月１日から始まっておりまして、令和３年９月末

までの２年間となります。今期の委員名簿を机上配布しております。

今後、立川市のホームページにも公表いたしますので、あわせてご

了承お願いいたします。

また、今回初めて協議会にご参加される方もいらっしゃいますの

で、協議会を行う趣旨をここで全員で再確認してから、協議会を始

めたいと思います。

机上配布しております資料をご覧ください。こちらの、在宅医

療・介護連携推進事業と書かれているものになります。

皆さんご存じのように、平成27年度に介護保険制度の地域支援事

業の中に在宅医療・介護連携の推進が制定されました。それで、平

成30年４月からは、全国全ての市町村が主体的に取り組むべき内容

として、８項目が示されております。

資料の真ん中あたりをご覧いただきますと、事業項目と取組例と

ありまして、アからクまでの８項目が示されております。その中の

イですね、マーカーされているところが、本協議会の趣旨を示した

ものになっております。在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策

の検討ということで、この協議会では、立川市内の医療や介護の関

係者にご参集いただきまして、市内の現状を把握、課題を抽出して

対応策を検討するということを、これからも行っていきます。協議

会のこうした趣旨を改めて確認していただきまして、今後２年間、

活動を行っていただきますよう、改めてお願いいたします。

さて、このたび、新たに委員になられた２名の方がいらっしゃい

ますので、一言ずつご挨拶をいただきたいと思います。

では、新しく市民委員となられたＡ委員、お願いいたします。



－2－

Ａ委員 初めまして。私の名前は、Ａと言います。住んでいるところは、

立川市のＢ町になります。

私は今、88歳と90歳になる主人の両親を、別の世帯になりますけ

れども、同じ団地の中で在宅介護をしています。今回応募させてい

ただいたきっかけは、家にいながらにして、２人の両親を両親らし

く、これからの生活を、まだまだ元気でいてもらうために、医療や

介護サービス使いながら、立川市の中でどうやって暮らしていくか

を考えたり、悩みにぶち当たったりしていたからでした。

そして、私には子供が３人おりまして、まだ下の子が高校生なの

で、介護をしながら子育てもして、それから、仕事もしていますの

で、日々忙しい中で、どうやって自分の生活も大事にしながら過ご

していったらいいんだろうという時に、この募集の話があったので、

立川市の現状を見てみたいと同時に、何か私で役に立つことがあれ

ばと思って応募させていただき、選んでいただいたことにとても感

謝しています。ありがとうございます。一生懸命勉強させていただ

きますので、どうぞよろしくお願いいたします。

事務局 ありがとうございました。

続きまして、基幹型地域包括支援センター職員として、Ⅽ委員、

お願いいたします。

Ⅽ委員 よろしくお願いいたします。基幹型の地域包括支援センターのⅭと

いいます。

現場の中では、介護保険課と一緒にサービス事業者さんの研修の

企画をしたりとか、ケアマネジャーさんの企画をしたりとかしてい

ますので、そちらのほうに結びつけていけたらと思っております。

これからもよろしくお願いします。

事務局 ありがとうございました。

では、続きまして、会長の選任をさせていただきたいと思います。

当協議会の設置要綱上、会長は委員の互選により定めることとな

っております。

事務局としましては、前期から引き続きＤ委員に会長をお願いし

たいと考えておりますが、委員の皆様いかがでしょうか。

（「異議なし」の声）

事務局 ありがとうございます。

それでは、賛成多数ということで、Ｄ委員に会長をお願いしたい

と思います。
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会長就任に当たり、Ｄ委員に一言ご挨拶をお願いいたします。

Ｄ会長 では、引き続き会長をやらせていただきます、立川市医師会理事

のＤでございます。

また、昨年度、一昨年度ご協力いただいた方、引き続きよろしく

お願いいたします。また、新しいＡ委員、Ｃ委員、よろしくお願い

いたします。

ぜひ活気ある、各立場、職場、あるいは自分たちの意見を持って、

この会議は進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。

事務局 ありがとうございました。引き続き、よろしくお願いいたします。

続きまして、副会長の選任になります。

こちらも要綱上は、副会長は、委員のうちから会長が指名すると

なっておりますので、会長、お願いいたします。

Ｄ会長 私といたしましては、引き続きＥ委員にお願いしたいと思うんで

すけれども、皆さんいかがでしょうか。

（「異議なし」の声）

Ｄ会長 では、よろしくお願いいたします。

事務局 ありがとうございます。では、副会長はＥ委員にお願いしたいと

思います。よろしくお願いします。

一言ご挨拶お願いします。

Ｅ副会長 Ｅでございます。これで３期目に入りましたけれども、引き続き

副会長ということで、Ｄ会長を支えていきたいと思います。どうぞ

よろしくお願いいたします。

事務局 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。

では、議事のほうを会長、お願いいたします。

Ｄ会長 ありがとうございます。

では、これより、平成31年度第３回在宅医療・介護連携推進協議

会を開催いたします。

事務局より、本日の事務連絡をお願いいたします。

事務局 本日、在宅医療・介護連携推進協議会委員11名のうち、本日は10

名の参加で１名欠席となります。もう一人の市民委員のＦ委員が欠

席となっております。したがって、協議会が成立していることを報

告いたします。

本日のスケジュールですが、報告事項５点と協議事項１つとなっ

ております。
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本日机上配布している資料は、次第と委員名簿、先ほど見ていた

だいた事業の説明の用紙、あと冊子になっている第３回の協議資料

と、広報たちかわ、チラシが２種類となります。

皆様、不足がありましたら、職員のほうにお手を挙げていただけ

ればと思います。大丈夫でしょうか。

事務連絡は以上となります。

Ｄ会長 では、議事に入ります。

事務局から報告事項の説明をお願いいたします。

事務局 本日、報告事項５つあります。一括して報告させていただきます。

まず、報告事項の１つ目です。資料１ページをご覧ください。

10月10日号の広報たちかわについてになります。在宅医療と介護

予防の特集を掲載いたしましたので、ご報告いたします。内容は、

机上にお配りした実際の紙面をご覧いただければと思います。この

ような形で、こうして、今後も１年に２回程度の頻度で、市民向け

の講座や在宅医療など、またこの協議会で取り上げた内容等を広報

していきたいと思っております。

次回は、４月25日号の「介護保険のお知らせ」という特集ページ

がありますので、そこで掲載する予定となっております。掲載希望

などは、また次回の２月の協議会でお伺いしたいと思っております。

続きまして、報告事項２つ目となります。２ページをご覧くださ

い。

今年度、市内全域で行っております看取り支援事業についてです。

市民向けの講演会は、今年度残すところあと１回となりました。前

回の協議会でもご報告いたしましたが、大変好評いただいておりま

す。残りあと１回となっています。

専門職向けの講座は、各地域包括支援センターで開催している、

小地域ケア会議の機会を活用いたしまして行っているところで、今

年度あと３回実施する予定となっております。

続きまして、報告事項３点目にいきます。３ページをご覧くださ

い。

医療と介護の連携強化に関する介護支援専門員研修についてとな

ります。こちら、平成30年度から実施しておりまして、今年度２年

目となっております。今年度も、昨年度同様、講義研修をオープン

ディスカッション形式で行っております。現場研修も、今後、昨年

度同様に各医療機関で行う予定となっておりまして、受け入れ体制
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にあわせて、年度の後半で行う予定となっております。

また、右側の４ページに、10月28日の第１回のオープンディスカ

ッションで出された課題を記載しています。現在の状況と対応策で

す。詳しくは、この記載どおりということになりますが、参加した

ケアマネの中に、制度上のことを知っているケアマネと知らないケ

アマネがいるという現状がありましたので、その点は、改めて地域

ケア会議や小地域ケア会議、ケアマネ連絡会等で周知するというこ

ととともに、情報を得たケアマネだけにとどめておくのではなく、

事業所内で共有するように働きかけていきたいと思っております。

続きまして、報告事項４点目です。５ページをご覧ください。

医療介護多職種研修についてです。在宅療養実践講座という名称

で、６回シリーズの看取りに特化した研修を、今年度新たに始めて

おります。多くの専門職の方に熱心にご参加いただきまして、３回

目まで終わったところです。参加者のうち、経験年数は５年以内と

いう方が全体の４分の１で最多でありました。結果としては、若手

の方々に勉強の機会を提供できているということで、事務局側とし

ても、立川市の多職種の方がさらなる知識向上の機会となっていた

だければと思っております。

また、同じく５ページの下段にご案内しているのは、医療介護多

職種研修のシンポジウムとグループワークの研修になりまして、シ

ンポジウム形式のものは、令和２年１月11日の土曜日午後２時より、

たましんリスルホールの小ホールで開催される予定となっておりま

す。グループワーク形式の研修は、２月22日の土曜日午後２時から、

この市役所の302会議室で開催予定となっております。今後詳細が

決まり次第、立川市医師会からメール、ファクス等で周知させてい

ただきたいと思います。

続きまして、６ページになります。こちらが報告事項５点目にな

りますが、高齢福祉課の在宅支援係長のＧよりお伝えいたします。

Ｇ係長 高齢福祉課在宅支援係のＧです。よろしくお願いいたします。

報告事項５つ目、地域課題の対応ですが、立川市では、当会議を

含め14の会議体がありまして、それぞれで、在宅医療に関すること

やネットワーク構築に関する課題等に取り組んでおります。今後は、

これらの会議体を有機的につなげていきたいと考えておりますので、

在宅医療・介護連携推進協議会以外の会議において検討された内容

等についてご報告させていただきます。
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今回は２つあります。１つは、入院退院連携に関する市外の病院

との連携体制についてです。市内の医療機関の医療相談員とは、月

に１回、地域ケア会議を通じて連携体制できておりますが、市外の

医療機関の医療相談員に関しましてはなかなか、電話等でやりとり

があっても、顔を合わせることが少なく、連携体制が弱いという課

題がありましたので、11月22日に行われました「高齢者虐待防止ネ

ットワーク連絡会」に、市外の医療機関の医療相談員に来ていただ

きまして、ここで顔の見える関係づくりが始まったというご報告で

ございます。

参加していただいた市外の医療相談員にも大変好評で、この連絡

会は年に２回開催ですが、また次回も声をかけてほしいというよう

なことがありましたので、こんなことをきっかけに、地域包括支援

センターと市外の医療相談員との連携体制が構築されていくといい

なと考えております。

課題の２番目につきましては、この協議会でもケアマネジャーの

代表ということで来ていただいておりますが、地域包括支援センタ

ーと居宅介護支援事業所のケアマネジャーの連携体制整備も非常に

重要となっておりますので、実際にどんな連携がされていて、何か

課題があるかどうか、そのようなことをお伺いするべく、アンケー

ト調査を現在行っております。在宅医療・介護連携相談窓口の担当

が取りまとめておりますので、結果がまとまりましたら、次回の協

議会でご報告させていただきます。

私からの報告は以上になります。

事務局 報告事項５点、以上となります。

Ｄ会長 ありがとうございました。

では、ただいま事務局より報告がありましたが、委員の皆様、報

告事項について、何かご質問等ございませんでしょうか。

よろしいですかね。

じゃ、ちょっと僕のほうからなんですけれども、実は、昨年、同

行研修なんか皆さんのところにお願いして、Ａさん、同行研修とい

うのは、ケアマネジャーを、訪問診療所とか訪問看護ステーション、

訪問歯科あるいは薬局、病院のほうにお願いして、ケアマネジャー

の同行研修というのをやったんですね。それについてのアンケート

の中で、幾つか気になった点があったんです。

実は、何を学んでほしくてここに来たのかわからないというケア
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マネジャーがいました。ちょっとどういうことかなと思って細かく

調べて見ると、やはり、何で同行研修を行うかという意義、実際に

行って参加する人たちが、とりあえず手を挙げさせられたというよ

うな雰囲気を持ったんではないかというのと、この間、オープンデ

ィスカッションでも、実は、事前に宿題を僕はお願いをしていた、

何を、例えば訪問診療とか訪問看護、歯科、薬剤師の先生たちに聞

きたいこと、あるいは連携の中で困っていることをディスカッショ

ンしようということで、宿題を出していたんですけれども、その宿

題を、20人のうち１人しか知らないでやってきたという現実があり

ます。それが、さっきＨさんが言った、ケアマネの横のつながりが

薄いというよりは、ケアマネの情報が共有されていないので、連絡

会が必要なんじゃないかなということが出ていたんですけれども、

僕は、Ｉさんがケアマネジャーの代表だと思って参加していると思

ったんですけれども、どうも違うようですね、Ｉさん。

Ｉ委員 はい、違います。

Ｄ会長 その辺の連絡というのは、どういうふうにすれば、もっとうまく

いくと思いますか。

Ｉ委員 一ケアマネなので、逆に連絡が来るか来ないかのところは、逆に

わかるとは思います。

情報は、私たちは、包括支援センターから小地域ケア会議でいた

だいたり、あとは、どこかにも書いてあったと思うんですけれども、

ケアマネ連絡会とか勉強会で、そのたびに、市役所のほうからも事

務連絡とかいただいていますので、そこで得ています。

なので、そうですね、正直、軽度者申請がわからなかったケース

って、どうして起こるのかなってちょっと思って、同じ、何で私は

それを知っていたんだろうと思ったときに、多分、役所とか包括か

らもらった情報で動けていたんだなというのを感じたんです。あと

は、自分が出なかった会議は、１人ケアマネさんのところでなけれ

ば、中で共有するという形で耳に入るっていうシステムだったのか

なというのを思いました。

Ｄ会長 市としては、何かご意見ございますでしょうか。

事務局 今回の課題というところで出したものについては、軽度者のこと

での福祉用具貸与のことをいえば、市のホームページにも載せてあ

ります。毎年５月に行っているケアマネの初任者研修ですね、そち

らでも、介護保険課のほうでお伝えしているので、この前の地域ケ
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ア会議、改めて介護保険課に周知してもらったんですけれども、介

護保険課のほうでも、知らないほうがおかしいんじゃないかみたい

な感じというか、実際にあの場に出ていたケアマネジャーさんも、

当然知っているという感じでお話ししていましたので、そこはちょ

っと、知らないケアマネジャーさんがそこにいたのかなというとこ

ろが現状としてあるのかなと思いますが、知らないということだと、

利用者さんにサービスが行かないということになってしまいますの

で、そういうことがないにこしたことはないので、今後も周知とい

うのは必要かなと思います。

ケアマネ連絡会と主任ケアマネ連絡会は、両方とも事務局は基幹

型の地域包括支援センターふじみ包括が事務局を担当しております。

主任ケアマネ連絡会は、今後自主化に向けて検討をしていく方向性

でして、それを受けて、ケアマネ連絡会をどうするかという検討が

なされることになると思います。

連絡会で行われる情報共有は市からの事務連絡のみではなく、こ

ういう協議会でどんなことが話し合われたかということを共有し、

会議に出席したケアマネがアナウンスするなどを、今後していきた

いなと思っているところです。

Ｄ会長 Ｃ委員、どうぞ。

Ｃ委員 ふじみ包括のＣです。

こういった連絡会とか協議会とかが、介護保険とか包括とか包括

運協とか、この在宅医療の協議会とかがありますけれども、そこと

ケアマネとかのラインが、なかなかちょっと薄かったので、今回か

らは、私、それ、つなぐ役割は高齢福祉課と一緒にできるので、少

し強くなると思います。Ｉさんと私と高齢福祉課でつないでいきま

すので。

Ｄ会長 ぜひよろしくお願いいたします。

先日、市の方は来られなかった第２回のオープンディスカッショ

ンでも同じ話が出ましたし、宿題を１人しか知らなかったとか、ち

ょっとその辺に関しては、我々出た人間も、一から説明しなきゃい

けないと時間がもったいないですし、来た人も、え、何で私たち、

そこまで答えるのって、ただ、いきなり感想だけしか言わない方も

いたので、その辺はぜひお願いいたします。

また、介護保険の、いわゆる主治医意見書を含めた認定審査会の

ことも、ケアマネジャーさんたちは余りよくわかっていなかったと
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ころがあったんですね。立川の場合は、ほぼ毎日介護認定審査会を

やっていますし、さらには、その会をやるそれぞれのグループが、

１週間前には書類が来て、もう読み込んで、市のほうにファクスな

り何かしらで意見を言って、当日の会議に備えているところまでや

っているということ、あるいは、がん末期であったら、なるべく申

し合わせで介護３以上つけよう、あるいは病状不安定、認知症があ

る場合は１以上つけようということがあったりとか、あるいはもう、

本当に終末期の方は３日以内に、届出があった場合調査をしてもら

って、追加、１日大体30人の審査をするんですけれども、それに２

人か３人追加が出て、必ずやるということになっているんです、立

川は。意外にこれ、そこまでやっているところってなかなか少なく

て、一番進んでいるＪ市とかＫ市について聞いても、そこまで手厚

くやっているの、立川ぐらいじゃないですか、全国でと、はっきり

言われるぐらいなんですね。

ただ、それを、一番コンタクトをしていなきゃいけないケアマネ

ジャーさんたちが、この間の会では、ちょっときょとんとして聞い

ていらした方がほとんどだったので、その辺も含めて、ぜひケアマ

ネジャーさんたちの研修会のときには、立川はここまでやっている

ということを、特に他地域から来られた方がよくわかっていないと

ころがあったようですので、そこの辺はよろしくお願いいたします。

Ｌ先生、何か。

Ｌ委員 ないです、特に。

Ｄ会長 Ｍさん、ないですか。

Ｍ委員 大丈夫です。

Ｄ会長 Ｎさんもいいですか、その辺は。

では、もう一つ、先ほどの報告の中で、地域包括支援センターの

機能強化というところがあったんですけれども、これについては、

実は、東京都医師会での多職種の会議、市のほうにも参加していた

だいた会議で、各地域の行政の方に、例えば、かかりつけ医がいな

くて状態の悪くなった方を、どうやってサポートしていますかと市

の職員の方々に聞いたら、救急車を呼ぶという人もいたんですけれ

ども、地域包括支援センターの人に全部丸投げをしている、という

のがほとんどの意見だったんです。

どうですかね、Ｃさん。そういう方というのはやっぱり、実際、

かかりつけ医がいればいいんですけれども、困りますよね。一応、
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医師会としては、かかりつけ医を皆さんで持ちましょうということ

を啓発して、開業医の先生たちにも、自分が主治医ということで、

主治医意見書を書いてくれということをお話ししているんですけれ

ども、どこにもかかっていないと、病院にかかったことがない人が

状態が悪くなったりしたときに、実際どうしていますか。実際でい

いんですよ。

Ｃ委員 そうですね。Ｄ先生のところとか、ほかの幾つかの病院で、初見

というか、初回の初診で訪問診療してくれる病院が、立川にやっと

できたので、今までは絶対、１回は連れておいで、もちろんわかり

ますけれども、レントゲン、そのほかちゃんと検査をして、訪問診

療に結びつける。

ただ、本当に動けなくなったときには、ちょっと頼める先生が何

人かいらっしゃるので、今、ほんのこの一、二カ月ぐらいですかね、

見つかったの、では、そこがちょっと心のよりどころになっていま

す。それまでは、本当に包括が担いで連れていくみたいな、車に乗

せて。

Ｄ会長 いざとなれば、Ｃさんのところはそういうふうにうまくいってい

るのかもしれないけれども、ほかの地域を聞くと、やはり、例えば、

Ｏ病院であるとかＰ病院さんに救急車で連れていく。どうですか、

Ｑさん。いわゆる、そういうときに、救急の先生なんかは、いきな

り１人でその人が来られても、初診で対応が難しいとか、あるいは

ケアマネジャーさんの話を聞くと、直接一緒に来てくれという話も

出ているらしいんですけれども。

Ｑオブザーバー Ｏ病院のＱです。

今、先生からやＣさんからお話しいただいたように、特に救急の

病院ではあるので、お受けはするけれども、やっぱり誰かキーパー

ソン的な方が来てくれないかというのは、内々では先生たちもおっ

しゃるところであるんですよね。それでも、最後のとりでとして頑

張っているところはあると思うんですが、なので。

ただ、そういった中でも、やはり来ていただいた中で、本当にそ

れが高度な医療、救命が必要なのか、それとも違った医療、療養だ

ったり、介護だったり、ちょっとそういったところが、本当に全部

を引き受けてまず診るという状況で、医療がこれだけ機能区分もさ

れている中で、決して災害ではなく、最初にまずしっかりと、トリ

アージじゃないんですけれども、本来あるべき場所にしっかりとつ
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ないでいくということができれば、もっといいのになと思うところ

もあります。

Ｄ会長 Ｒさん、どうでしょうか。

Ｒオブザーバー Ｐ病院のＲです。

全くそのとおりでして、救急車で搬送といったところ、かかりつ

けはって言っても、いませんと。じゃ、ご家族はいますかとか、ま

ず先生はその辺、誰か付き添える人はいますかとか、その辺からち

ょっと入っていかれたりします。

うちは、Ｏ病院さんと違って二次救急ですので、できるだけ、や

はり地域のそういったあれに応えていこうとは、先生方もされては

います。

Ｄ会長 逆に、かかりつけ医というか、病気を持っていて、主治医がいる

んだけれども、その先生が区部であったりという方もいて、訪問看

護は入っているんだけれども、区部で結局状態が悪くなったときど

うするか決めていないというような状態のときがあって、そういう

方が救急車で運ばれて、検案になってしまったり、あるいはＯ病院

でとってもらったんだけれども、Ｏ病院のほうも、さあ、これから

どうしようと悩んでいること。Ｎさん、どうですか、その辺は。そ

ういう扱いが結構ありましたよね。

Ｎ委員 すごく大きな問題だろうなって、訪問看護に入っていても思いま

す。まだ訪問看護だとかは、つながっていれば、ちょっと足りない

部分もあったりとかすることはありますけれども、医療につなぐと

いうところは、必要であればしますけれども、全く本当にそこのな

いところというのは難しいなと思いますし、この間も、Ｓクリニッ

クと一緒に看せていただいたご利用者様も、本当にぎりぎりまで区

内のクリニックからの医療を受けていて、最期だけというところで。

私はそのときに、そちらのクリニックの主治医の先生にご連絡を

して、この厳しい、重篤な状況になっていますが、緊急時はどうし

ますか、それから、もしも万が一ということがあったときには、先

生はお看取りに来てくれますかと言ったら、私どもはそこはしませ

んと。そこまでのところは診るけれども、あとは地域で、訪問診療

を探してくださいということがあったんですね。ぎりぎり、警察介

入にはならずに済んだという事例がありまして、そこはすごく、幾

らでも医療は選択ができる時代ですし、その人それぞれの価値観に

よって変わってくるんですけれども、もうちょっと地域とのつなが
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りというのが強化されるといいなと思った次第です。

Ｄ会長 Ｅ委員、ほかの地域ではどうなんですかね、そういうことに関し

て。

Ｅ副会長 やはり同じじゃないかなというか、救急車で運ばれちゃって検死

になっちゃったりとか、救急隊来たら亡くなったりとか、どこの地

域もやっぱり悩んでいるんじゃないかと思います。

Ｄ会長 東京都の今、取り組みとして、東京都医師会からも言明されてい

る部分に関しては、そういう方は、かかりつけ医がきちんと診るべ

きじゃないか、あるいは、救急車を呼ばれたときに、もしご家族が

搬送を拒否された場合は、かかりつけ医がそこに行くことによって、

次のことができるんじゃないかということで、Ｔ東京医師会長のも

と、各医師会はそれを徹底するように言われています。ただし、今、

Ｃさんが言われたように、かかりつけ医というか、医療にかかった

ところがないところで、地域包括の職員さんが困っているというこ

とで、やはり他地域では、そこに相談医というものを設けてやって

いるんですけれども、その先生たちはやはり、普段の診療もありま

すし、昼休み、あるいは夕方行ったときに見に行ったら、これ、救

急車呼べばいいんじゃないで終わってしまって、全く相談医の役目

を果たしていないということを聞かれました。

あくまで、これ、立川のモデルケースとしてやるべきことは、以

前、相談センターというのをつくればいいんじゃないかなというこ

とも、医師会で言ったんですけれども、医師会としては、正直言っ

て、近隣の地域はそれをつくって医師会が崩壊をしてしまったので、

ちょっとやっぱりどこも手を引くというか、手を出さないところな

んですけれども、立川は、やるんであれば、うちのＵクリニックが

駅前にありますので、そこを相談センター窓口としてやるのは、十

分今、可能ではないかと、うちのほうの法人では決めて、今の院長

をやっているＶ君が、ちょっと諸事情で12月で退職してしまうので、

１月からはＵクリニックというよりは、地域包括支援相談センター

というのをやれば、立川市の方を、まず電話で一報受けて、大体医

者は電話で一本、先生、受ければ、救急車呼んだほうがいいか、あ

るいは、こちらのほうで初診往診ということで診に行って、それか

ら、例えば、これは訪問診療じゃなくて、どこどこの先生にまず診

てもらって、かかりつけ医をつくろうとか、トリアージという言葉

が今出たんですが、それができるんじゃないかなと思うんですよね。
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そこの部分は医療保険で賄えるので、別に問題ないですし。

この間、九州のほうの訪問歯科の方が、同じようなことをやって

いて、歯医者はそこに実はいない、名義貸しをしていて、行ってい

る歯科衛生士さんたちが全部処理をして、派遣会社から行っている

人たち。そうすると、今度は派遣会社の人にマージンを保険から払

っているというようなことがあったんですね。それは、あくまで訪

問歯科なんですけれども、それは契約ではないですよね。自由診療

の一部になってしまうんですね。混合診療というのは一応、今許さ

れていませんので、我々、基本的には保険医ですので、そこのとこ

ろはちょっと気をつけないといけないところだと思いますので。

そういう意味では、市のほうとして、今後、本来であれば、医師

会への委託をする、あるいはそういうのが難しいということであれ

ば、市の補正予算を含めて、そういうことを使うのは大切なんでは

ないかなと思うんですね。特に今、独居高齢者だけではなくて、認

認、老認、認障あるいは老障介護というのが非常に問題になってい

ますので、そこなんかいくと、もう一回見直していかないと、やっ

ぱり高齢社会の中、立川だけというか、立川が出おくれてしまうと

ころが大きいと思いますので、ぜひその辺はもう一度、各課だけで

はなくて、横のつながりで考えていっていただきたいと思います。

特にこういうことに関しては、ここの会議だけではなくて、地域包

括支援センターだけではなくて、ヘルパーステーションとか、ある

いは民生委員の方々にも同じような認識を持っていただくと、そう

いうことがすごく広がって、こういうことが、もしかして介護・医

療連携でできるんだということが、立川市で市民の方にわかってく

ると思うんですね。

この間のオープンディスカッションの会議でも、せっかくここで

つくった医療・介護支援マップ、ありますよね。ケアマネジャーさ

ん20人来た中で、知っている人いますかって言ったら、２人でした

よね。そうだったんです。それが、今の現実です。もう一回見直し

てみましょう。よろしくお願いします。

ちょっと余計なことを言いましたけれども、ほかに何かご意見あ

りますでしょうか。

保健所としてはどうですか、その辺の医療行政から。Ｗ委員、お

願いします。

Ｗ委員 多摩立川保健所のＷでございます。
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今ちょっと１点、保健所でということで話をいたしますと、今現

在、外来医療計画の話が進んでいるところでございます。この外来

医療計画、具体的に言いますと、外来に医師が多数いる地域におい

ては、例えば、開業を新しくしましょうというときに、地域の外来

医療機能を理解して、必要に応じて地域医療に協力するというとこ

ろに合意をするというのにしないと、それに対して何かしら特別な

理由がない限りは、その後の地域医療構想会議で、このクリニック

は地域医療に貢献しないクリニックですという形で名前が出るとい

うような話があります。

これ、新規に関して、今そのような話になっていますけれども、

当然既存の医療機関に対しても、後々進んでいくことになるだろう

というふうに言われているんですが、この立川圏域につきましては、

外来医師多数区域にもう既に入っております。国の方針でいくと、

既にその施策が進められていく区域になっていくのかなと。特に立

川のデータは、ちょっともう一度私も確認をしていたんですけれど

も、お医者さんはたくさんいらっしゃるんですけれども、往診です

とか訪問診療をやっていただける施設数が、決して多いわけではな

いんです。ということは、地域医療に貢献をするというのは、すな

わち、ここの部分を補っていただくクリニックが必然的にふえてい

っていただくのかなというふうに考えているんですが、逆にその辺

は、我々も医師会がどういうふうにお考えになっているのかを知り

たいというところであるかと思います。

ただ、もう一方、喜ばしい情報ということで、一応この算定をさ

れている往診の件数でいうと、立川市は人口1,000人当たり28.8人、

一月ですね、ということで、全国の12.4の約２倍ぐらいというよう

状況かというふうに見ておるところなんですけれども、ただ、こう

いった状況が、これから先、その制度の中でどう変わっていくのか

というのは、保健所としても今、注目をしていると、そういう状況

でございます。

Ｄ会長 ありがとうございます。

それに関して、じゃ、医師会の立場として答えさせていただきま

すと、外来のいわゆる充実地域と立川が言われていまして、東京都

の医師会と、あと東京都福祉保健局の会議でそれを言ったので、う

ちのＸ会長が何を言っているんですかと。どういうことかといいま

すと、Ｘ会長が耳鼻科の校医として、13持っていると。それぐらい
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やっていかないといけないと。医者は多いんです。だけれども、言

い方悪いんですけれども、医師会に入っていなくて、医師免許は持

っているんだけれども、何やっているかわからないお医者さんも、

この地域が都会と一緒で多いということですよね、Ｗ先生、実は。

そういうことなんです。

ある都区部の地域は、非常に医師が充実しているというんですけ

れども、医師会員数が非常に少ない地域がある。どういうことかと

いうと、例えば、美容形成であるとか、あるいは自由診療の部分で

あるとか、そういった先生が、そういうことなんです。あとは、病

院がある程度ありますので、医師の人数、これは研修医も含めてで

すけれども、多いと言われています。しかし、どうですか、病院さ

ん、実際、全科充実していますでしょうか、Ｒさん。

Ｒオブザーバー 科によっては全然足りなくて、もっと人が欲しいって、常に言

われています。研修医の数もふやしてほしいっていうところが、実

態です。

Ｄ会長 Ｑさん、どうでしょうか。

Ｑオブザーバー やはり同じような状況なのかなと思いますし、あとは、特に言

えば、耳鼻科だったりは、非常勤の医師で回さなければいけないよ

うな科もあったりというのが、現状ですね。

Ｄ会長 ぜひ行政、保健所としては、実数を把握してほしい。どういうこ

とかというと、立川市民以外の方が、例えば立川の病院を利用して

いる、そういう現実もあるということ。だから、そこを施策にもし

盛り込むんであれば、立川の現状というのを、ぜひＷ委員のほうか

ら都のほうに言っていただけると、違うんではないかな。あと、在

宅の訪問人数に関しては、多分その数字って実数でありまして、か

なり近いんではないかと思います。

どうぞ。

Ｗ委員 もう一点よろしいでしょうか。

今ご指摘いただきましたけれども、ただ、その圏域の中で、訪問

とか実際にそういう往診していただいている先生方が、この圏域を

出発して行っていただいているのか、それか、外から入ってきてい

るのか、その辺の実態もまた考えなければいけないところがあるか

と思います。特にこの圏域は、ほかの圏域といいましょうか、県を

それこそまたいで訪問診療していただいている先生方もいらっしゃ

るかと思いますので、その辺の実態との兼ね合いということになる
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のかなと思っております。

12月19日に予定されておりますけれども、この北多摩西部在宅医

療ワーキンググループが開催されるということでございます。多分、

Ｄ委員も出席……

Ｄ会長 ちょっとすみません、その日は欠席なんです。

Ｗ委員 承知いたしました。

一応、傍聴案内等も出ておりますので、ご興味ありましたら、ぜ

ひご参加いただければと思います。よろしくお願いいたします。

Ｄ会長 実は、立川の今、訪問診療で、自宅に行っている、我々のところ

を含めて、専門的にやっているのは３カ所、医師会に入っている所

以外にも、医師会に入っていない２カ所、あるいはほかの圏域から

来ている方なんですけれども、サ高住とか、いわゆる老健施設なん

かにほとんど専門で行っているところもある。訪問歯科に関しても、

先生、そうですよね。

Ｌ委員 そうですね。

Ｄ会長 他地域から、かなり遠いところから、Ｙ県であるとか、Ｚ県であ

るとか、ＡＡ県であるとか、そういうところから来ている。さらに

は、この間の台風のときに、私の患者さんが訪問歯科のほうでお願

いしているところがＡＡ県の先生で、緊急で来てくれというお話を

したら、川を越えられないという話になってきた。最終的には、そ

ういうふうなことになったときに、やはり地元のかかりつけ医を持

つ、あるいは訪問薬局を持つということは、やはり必要になってく

ると思う。

これ、ほかの地域、失礼ですけれども、立川が変な都会といった

ら悪いですけれども、多摩地区の中では都会になる。だけれども、

かなり地方のほうは、もっといろんな厳しいところがあるとお聞き

したんですけれども。１人の先生がもっと頑張らないとということ

で、午前中外来やって、午後訪問診療やってと。

Ｅ委員 そういうところはあります。あとは、私どものほうですと、山が

険しかったりとか、そういったところで、在宅医療を推進できない

という部分があって、関東平野の部分じゃないとできないというこ

とが、いろいろあったりします。

Ｄ会長 それに、外来がもう、ほとんどの先生が目いっぱいで、訪問診療

まで手を出せないというのも、現実としてある。しかも、市の健診

を受け切れていないという現実もあるということは、ぜひＷ委員に
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知っておいていただきたいと思います。

では、すみません、次に協議事項に入ります。

事務局、お願いいたします。

事務局 協議事項をお伝えいたします。資料の７ページをご覧ください。

今年度は、「看取るまでと看取った後の家族への支援」を課題に

挙げまして、今回まで取り組んできました。

まず、第１回目、５月に行った協議会においては、家族への支援

を考えるときに、現状はどんな課題があるかということを、委員の

皆様から出していただきました。それを、７ページ、８ページに出

された課題と対応策として記載しております。

続きまして、９ページをご覧ください。

９ページ下の表になりまして、家族に関するアンケートをケアマ

ネジャーに尋ねた結果を載せております。家族の一番近くにいる、

支援者として何が必要と感じているかを尋ねた結果となっておりま

す。ここで上位に挙がったのは、医師から予後、予測などの病状に

ついての丁寧な説明が必要ということを初めとする支援でございま

した。この結果についても、前回８月の協議会で、委員の皆様から

ご意見をいただいたところです。

続いて、10ページをご覧ください。

本日は、今年度３回目になりますので、家族への支援として、来

年度以降を含む、今後何をしていくかということを、委員の皆様に

協議していただきたいと思っております。

事務局側として、前回までの意見をもとに、２点提案しておりま

す。市民向け事業と専門向けということで、分けて記載しておりま

す。

まず、市民向け事業ですが、「看取り支援講演会の継続」と記し

ております。アンケートの結果、家族慰労金やサービスの紹介など

の直接的な介入を希望する支援は優先度が低めであったということ

と、今年度から実施した看取り支援講演会が大変好評でありまして、

今まで、自分が死ぬ間際のことは考えたことがなかったということ、

きょうの講演を機会に、元気なうちから考えておかなければいけな

いということがわかった等の声がありましたので、在宅療養者の家

族はほぼ市民ということになりますので、その状況を考えまして、

今後も講演会を行うことが、家族への支援につながるということで、

事務局としては考えております。
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また、②の看取り支援フォーラムということで書いていますが、

若い世代に対して、早目に普及啓発に取り組む機会ということで、

イベント型の企画を計画しております。立川市全域から参加しても

らえるような取り組みを、来年度実施していきたいと考えておりま

す。

③は、アンケートの３位に入っているレスパイトの視点にも注目

しまして、現在、既存の事業、生活支援ショートステイの事業をレ

スパイト目的でも活用できるように、要綱改正等をして周知する計

画となっております。

続いて、専門職向けの事業ですが、家族は、制度への期待よりも、

日々接する専門職への期待が高いことがわかりましたので、専門職

全体の質を上げるということも、今後重視していきたいと思ってお

ります。必要な支援として挙がった上位の項目を、来年度以降の研

修等に反映させていくというふうに考えております。

なお、この10ページの紙面は、先週資料送付の際に別紙としてお

送りしております。委員の皆様は、それぞれの専門的視点でご意見

を記入されて、本日ご持参くださっていると思いますので、本日の

協議にご活用いただければと思っております。記入いただいた用紙

は、そのまま机上に置いておいていただければと思います。

事務局からの説明は以上です。

Ｄ会長 ありがとうございます。

では、ただいま事務局から協議事項の説明がありました。家族へ

の支援としての今後ということで、皆様にはそれぞれの視点でのご

意見があるかと思いますが、皆様のご意見を聞く前に、今回から参

加されていますＡ委員、ぜひ市民からの委員ということで、この辺

についてはどういうことが、例えば、在宅看取りとか、いわゆる介

護に関して、市民の方は聞きたいなとか、あるいはこういった専門

職のお話を聞いてみたいということがあれば、ざっくばらんにお話

しいただければと思うんですけれども。

Ａ委員 この資料を見せていただいて、まず私が感じたことは、２番の専

門職向けの事業の提案としてというところなんですけれども、これ、

ケアマネさん対象のアンケートですよね。それで、知りたいことが、

家族への支援についてというところで、ケアマネさんの目線から見

た家族の支援って何ぞやっていうアンケートであると、来年度、専

門職の方の研修会の材料として、家族の気持ちの同じアンケートを
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とったら、どういう結果が出るんだろうって、私は市民としての、

家族としての意見を、今日、ここに持ってきました。今おっしゃら

れた質問に対しての答えになっているかわからないですけれども、

やっぱりこのアンケートをもし自分がやったとしたらば、私が今欲

しいものというのは、家族として欲しいものというのは、やっぱり

この上位５位っていうのは、ある部分あるんですけれども、言葉で

言うと、安心感なんですね。

もちろん、医療の説明も安心感にかかわるし、安心・安全という

のも安心感になるし、レスパイト先の紹介というのも安心感になる。

退院してきたときに、これから家でどうなりますよというのも安心

感につながる、繰り返しの説明もつながる。そこに、やっぱり何が

って言ったら、チームで、先生それからケアマネさん、あと看護の

方々、それからヘルパーさん、本当に私がキーパーソンでいる時に、

その５人の方たちがみんな違ったことを私に言うんじゃなくて、み

んなが同じことを、安心を含めた言葉で言っていただけるのが一番

欲しいので、もし研修をするんであるならば、そういう家族がどん

な気持ちで受け止めているかという研修会を専門職の方にやってい

ただけると、受ける側としてはとても嬉しいかなって。そこに家族

も入っていくというのが、その医療を受けている本人たちも安心に

つながっていくと思います。私たちもそれで、医療を受ける本人に、

気持ちおおらかに接することができると思うので、ぜひよろしくお

願いしたいと思います。

Ｄ会長 ありがとうございます。

今、Ａさんがおっしゃった意見、安心感というのは、もちろん医

療を受ける側だけではなくて、こちら側、提供するといったら、ち

ょっと上から目線で申しわけないんだけれども、提供する側も安心

を与えなきゃいけないと思うんですね。それに関しては、今、在宅

医療実践講座というところで、第５回かな、のところで、グリーフ

ケアのところで、看取った家族のお話とかボランティアの話である

とか、葬儀社の話も含めて入れて、専門職として、皆さんが必要な

知識、あるいは今言ったそれぞれの職種が同じ方向を向いて、同じ

ことを言うことによって、安心感が得られるということだったり、

その辺を、例えば、どうやって情報共有をするかということで、医

療版ＬＩＮＥみたいなものがありまして、それを使いながら、お互

い情報共有をして、きょう、こういう看護師さんが、こういうこと
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を本人が言っていたので、先生、あした行くときに、こういうふう

に話どうするんですかとか、それに対して、僕はこういうふうに答

えましたよっていうことで見られることによって、それがケアマネ

ジャーさんも最近参加してくれているんですけれども、同じ方向で

見られるということ。もちろん、訪問歯科とか薬剤師さんたちも同

じものを見て、次にもし行ったときに、そこから話をつなげていっ

てもらえば、安心するんじゃないかなということでやっています。

ただ、なかなか行政のほうがそれに乗ってきてくれなくて、もう

少しその中身を、行政の方が一緒になって見ていただけると、ねえ、

Ｉさん、違いますよね。どうですか、Ｉ委員、そのまま。

Ｉ委員 そうかもしれないですね。そうかもしれないと思います。

何か、そうですね、ケアマネがそのＬＩＮＥみたいなのに参加す

るにも、事業所の方針とかいろいろあって難しいところはあるので、

理想ではあるけれども、多分難しいところもあるんでしょうけれど

も、あるといいなとは思います。

Ｄ会長 それ、他地域ではどうなんですか。そこ、参加は、居宅事業所と

かは参加しているんですか、ＭＣＳとかは。

Ｅ副会長 参加しているところもありますが、私どものところは、まだ専門

職だけでＡＩＣというのを、連携はやっているというのが実情で、

参加しているところは結構あります。

Ｄ会長 実は、東京都のほうでも、各都道府県のアンケートをとったとこ

ろ、なかなか居宅とかヘルパーさんの事業所とか入ってこないとい

うことで、立川は、会長がちょっと強引な部分がありますので、今

回の実践講座のときに、その連絡ツールとしてそのものを使うこと

によって、参加しないと情報が来ないという、意地悪をしているわ

けじゃないんですけれども、ちょっと強引なことをやると、結構皆

さん参加してくださって、情報共有して。それが、やり方がいい悪

いは別にして、取っかかりをつくってくれれば、そういう利用者さ

んが皆さん、つながってくれているんだと安心してくれるというこ

とですよね。

ぜひ行政の方には、今の議事録を見ておいていただいて、情報共

有していただければなと思います。

Ｎ委員、どうぞ。

Ｎ委員 今いただいた話の中なんですが、今、Ａ委員のほうから、安心感

という言葉があって、本当にそれのためにというか、私たちはみん
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なで力を合わせてというつもりではいるんですけれども、また、で

も、オープンディスカッションのほうに私も参加させていただいて

いて思うんですけれども、やはり皆さんいろいろな、ケアマネジャ

ーさん自身もすごく不安を抱えているんだなというのを、本当にこ

このところでは、具体的な事例を持って、どうしたらいいんだろう

というふうに、真剣に相談に来られたということもあったりとかし

まして、そういうかかわり職種間のやっぱり安心感というのも、す

ごく大事だなというふうに思っております。

この専門職向け事業の提案という中で、こういった内容がアンケ

ートの内容で出ているんですけれども、やっぱり今後も、ケアマネ

ジャーさんがそういった場面にはかかわることがすごく多いですし、

高齢者になりますと、やはり中心になってケアプランを立てられる。

そのケアマネをどう支えていくかということも、すごく大事だなっ

て、私は最近の皆さんのお話を聞く中で思っているところです。

今回の、本当につい最近行われたオープンディスカッションでは、

Ｄ委員が的確に、これはこうしたら、ああしたらというふうに回答

を出してくださってというか、指示を与えていただいたのが、すご

く皆さん、見ていてすごくほっとしているというか、どうしていい

んだろうって、皆さんがいろんな、大なり小なりで悩んでいる姿と

いうのがそこにありまして、そう思うと、他職種、多いではなくて、

ほかの職種にも気軽に相談に何かできる仕組みというのがもっと何

か構築できることがないのかなって、先ほどの相談センターじゃな

いですけれども、先生の相談クリニックというか、トリアージだっ

たりだとか、本当にかかりつけ医のないそういう利用者さんが相談

に行けるところみたいなところも、同じような考え方なのかもしれ

ないんですけれども、１つの事業所内でも、もちろん相談もしてい

るけれども、みんなそれぞれでいろいろな細かな悩みも抱えていた

りとかして、やっぱり、自分の領域というか、職種を越えて、なか

なかほかの職種の人に相談できるというのは難しいなというのを感

じています。

横のつながりというのを強化するために、私は、職種間の意見交

換会みたいなのがあったらどうかなとかというのを、ちょっと思い

ました。例えば、訪問看護とケアマネジャーさんで話すとか、今回

のこのアンケートの中でも、１位から５位まで占める中、それはそ

れで各、前回のときにも言ったんですけれども、こういったことを
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各連絡会ですとか、そういったところでもっともんで話をするべき、

それぞれの職種でというところと、あと、こういった内容について、

訪問看護、私は訪問看護ですので、訪問看護師にはどんなことをし

てもらえると、ケアマネさんは助かると思っているのか、また、お

互いにそこの意見交換をすることで、さらにご利用者さんの安心感、

ご家族の安心感というのにつながらないかなというふうに思いまし

た。

Ｄ会長 ありがとうございます。

ほかの職種とのつながりをどういうふうに持つかというところで

すね。

Ｎ委員 そうです、だと思います。

Ｄ会長 それは、先ほどＡ委員が言ったこととつながってくることだと思

いますね。

ちょっと病院さんはお待ちいただいて、Ｃさん、お願いいたしま

す。

Ｃ委員 今、Ｎ委員が言ったみたいに、ヘルパーとケアマネとか、ケアマ

ネと訪看さんとかいうふうな、コラボの連絡会は年に１回ぐらいは

やっていて、ただ、それをもっと細かいコアで、各包括単位とかで

やれるとおもしろいのかなというふうに思っていて、Ｄ先生も来て

もらった小地域の、おとといでしたか、とかでも、民生委員さんか

ら、薬局さんから、サービス事業者からというのを、小地域の生活

圏域の中でやるミーティングとかで、そういったことを話し合える

と、今後いいのかなとは思っています。で、事業者ごとのコラボで

は、前も病院の相談員さんとケアマネとか、そういうのは組んでや

っているので、ちょっと濃くやっていけたらと、企画したいとは思

っています。

Ｄ会長 ありがとうございます。

Ｗ委員のほうから。

Ｗ委員 保健所の立場としてということで申し上げますと、やはり、横の

つながりをどうやってつくっていくかというのは重要だろうと。そ

の横のつながりをつくるキーワード、保健所としては、今食べると

いうことにフォーカスを当てましょうと。食べるということにフォ

ーカスを当てると、圧倒的に普段接しているケアマネさんとか、食

べている様子を見て、これはいかんぞと察知をしたときに、じゃ、

医療機関につなげとか、そういったような流れになってくる。
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今までは、摂食嚥下事業という形で取り組んでいたんですけれど

も、今年度から食べるというところにもう一回フォーカスを当て直

すということで、手前みその宣伝になってしまいますけれども、12

月６日に、認知症と食べることの問題というシンポジウムをちょっ

とさせていただこうということで、今までは摂食嚥下にかかわる先

生方、いわゆるフロントランナーを引っ張り上げて、医療の安定化

を図るというところだったんですけれども、もうちょっとそこの食

べるというところに関してのハードルを下げて、皆様にかかわって

いただけるようにというのを、保健所としてはつくっていけたらと

いうふうに考えております。

それによって、最終的な話になってくるかもしれませんけれども、

最期まで食べるということに関しては、非常に重要なことだと思っ

ております。死生観にもつながってくるとは思うんですけれども、

よくお話をするのは、最期に大好きだったおもちを食べて、のどに

詰まって亡くなった場合と、最期までおもちを食べたいなと思いな

がら亡くなっていくのと、どっちがいいんだろうかと、その辺のお

話も、実際のところ、こういったシンポジウムですとか会議の場で

は出ています。それを一緒に考えるということも、ハードルが高い

低いの問題ではなくて、そういったことも非常に重要なんじゃない

かなというところで、保健所としても考えておりますので、ぜひそ

ういった場で支援をさせていただければと思っているところです。

私からは以上です。

Ｄ会長 ありがとうございます。

ＡＢさん、お願いいたします。

ＡＢ委員 訪問介護の部分では、事業者連絡会というのが年に何回かあって、

その場で立川市内ほとんどの訪問介護の事業者が集まって、そこで

学習会と、あと市からのいろんな伝達事項とか、あと、こちら側が

市に知ってもらいたいことも訴えたりして、そういう形でやってい

るんですが、この看取りに関しては、前々回の連絡会の場で、こう

いうことを今、立川市でしています、じゃ、今在宅でヘルパーさん

が行っているところで、看取りの場面で困ったこととか、こういう

いいことがというか、そういうことで意見くださいって言ってまと

めたのを、この前話したつもりなんですけれども、そういう形で事

業者連絡会の中で、市内のその部分はある程度つながっているかな

というのは、居宅が大変だというのを、全体として今、初めてわか
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ったんですけれども、そういうところはできているかなというふう

には思って、なるべく私は、その代表者ではないですよ。そこに行

って、全体をつかむようにしています。

この看取りについてなんですけれども、やっぱり、先ほどＡ委員

のほうから、本人も家族も安心したいってご意見ありましたよね。

そうなんです、本当に安心して在宅で生活できるためには、どうし

ていけば一番いいんだろうというのは、常に常に私ども考えながら

サービスを提供させていただいていますが、そのためには、すぐに

は情報がそんなに伝わらないです、今のシステム。

例えば、ケアマネさんのほうからケアプランが来て、ぜひ入って

くださいと言われて、入って初めてその担当者会議の場で顔を合わ

せて、いろんなご事情を伺ってやっていくんですね。それで、何回

かやっていくうちに、関係性がつながれてくるというような状況な

んですけれども、看取りの時期で、一番困難な部分というのは、先

生からも周りからも、いろんな職種の方からも、この看取りのこと

は詳しく説明されるんで、大体何カ月ぐらいですよって、ご本人に

おっしゃることは別にして、そういうのあるんですが、ただ、それ

が本当に近くなってくると、苦しまれたり、痛くてとか、家族の方

も大変になってきていて、当たり前なんですけれども、すごく混乱

されて、ああ、やっぱり病院に行ったほうがいいのかな、在宅はち

ょっと不安だなとか、そういうぶれるときって必ずあるんです。あ

るのが当然なんですよ。そういうことにやっぱり寄り添っていける、

そういうチーム、先生も含めての全体のチームができ上がるという

のは、そういう情報を一番身近に伝えてくださるのが、やっぱり介

護が一番身近なんですね、介護職員、ヘルパーとかね。それを必ず、

そういうチームに伝えて、全体の情報にしていく、そういうことを

大事にしていきたいなというふうに思っています。

あと、ちょっと私も勉強しなくちゃいけないなと思っているのは、

看取りの時期の傾聴なんですね。ご家族もそうなんだけれども、亡

くなられていくご本人が、やっぱり自分の反省だとか、今の思いだ

とか、苦しみだとか、いろんなことをとつとつと話してくださるん

ですね。それを、どうやってしっかりと聞いていく、傾聴を、やっ

ぱりそれ、結構な技術も要るし、気持ちも要るので、そういうのは、

やっぱり介護職として、専門職として、しっかり身につけたいなっ

ていうふうに思って、そういうのは職場の中でも力を入れていきた
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いなって。そういうときに、家族の思いとか、亡くなられている方

の思いとか、周りの思いというのを聞ける、受けとめられる職員、

人づくりみたいな、そういうのに力を入れたいなというふうには思

っています。

Ｄ会長 では、次、Ｍ委員、お願いします。

Ｍ委員 私からは、先ほどＡ委員からありました安心感というところで、

薬局薬剤師なので、薬剤師代表なので、例えばお薬が出たといった

ときに、先生の意図のような、このお薬、何で出たのかというとこ

ろと、何を目的に出したのかというところが、結構説明の紙に沿っ

た話ではなくて、それを、先生の意図、これからどうしたいのかと

か、この人をどういうふうに治していきたいのか、緩和していきた

いのかというところを、結構大事なポイントだと思っていて、その

部分が言えるようにしなきゃいけないし、それが安心感につながる

んだろうと、自分は思ってはいるんですが、それができるのって、

結局、先ほどもＤ会長からもありましたように、かかりつけ医だっ

たりとか、かかりつけ薬剤師だったりとかというところに、つなが

っていくのがあるのかなというのも思っていて、何でかというと、

ぽんといきなり来られた方の性格だったりとか、生活環境だったり

とか、家族構成だったりとかって、わからないで話すのとわかって

いて話すのって、大分違うと思うんですね。なので、やっぱりかか

りつけ医だったりとかかかりつけ薬剤師というところを、生活圏域

の中でつくっていただくということが、すごく大事なのかな。そこ

から、やっぱり安心感ってつながっていくんじゃないかなと思って

います。

なので、自分としては、やっぱり、先ほどＣ委員からもありまし

たように、例えば、包括単位の今、小地域ケア会議で顔合わせして、

いろんな話をしているというところのコミュニティー、こちら側の

コミュニティーをもっと充実させていって、自分たちが、例えば、

あの方のこの前の処方なんですけれどもというところが、もう少し

コミュニティー、ＩＣＴを使ったりとかするかもしれないんですが、

そこを充実させていって、少しでも自分たちの意見を、方向性って

こういうことだよねっていうところを、もっともっと充実していか

ないと、言っていることがばらばらになって、多分、間に挟まれる

患者様だったりとか市民の方々が困っちゃうということになると思

うので、そこはちょっと大事なのかなと思っています。
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そこに、介護の職種の方々、ケアマネジャーさんだったりとかヘ

ルパーさんだったりとかが入ってくることで、医療者側の考えと介

護者側の考えが一致してというふうにして、チームということがで

きてくるのかなと思うので、僕はやっぱり、薬剤師会としての代表

として言えるとしたら、やっぱりかかりつけ薬剤師をしっかり充実

させていくことが、安心感につながるんじゃないかなと、自分は思

っております。

Ｄ会長 ありがとうございます。

来年のこの協議に関しての意見ですので、今の答えではないです

ね。

Ｍ委員 ごめんなさい、すみません。

Ｌ委員 歯科のほうでは、やっぱりかなり、先ほど保健所のほうからもあ

ったように、食べるということに特化していますので、ちょっと僕

たちのお願いしたいのは、実際にご飯を食べているところを見たり

するのは、一番介護の方が多いですよね。その状況を、ケアマネ、

訪問看護の方に伝えていただいて、実際にどういうものをどうやっ

て食べているかとか、その辺をしっかり伝えていただいて、それを

僕たちのほうに、かかりつけ歯科医のほうに教えていただけると助

かるんですけれども。我々も行って、いつも食事観察できるわけじ

ゃないんで、そこのところをちょっと、何かそういう伝達経路みた

いなのがあるといいなと思って、そのときに、さっき言った、今や

っているメディカルケアステーションですか、それを使ったりして

いただけると、うれしいなというのは思います。その辺ですね、今

後お願いしたいのは。

それとあと、安心感についても何かあれですか。

Ｄ会長 いや、それはいいです。

Ｌ委員 いいですか。

あと、看取りに対しては、我々の場合は、その方がまだ元気なと

きに、どうしますか、最期、口から好きなものを食べるようにしま

すかという、そういう質問をすると、ご本人が決められるときは、

いや、何にも構わないでいいですよ、放っておいてくださいよとい

う方と、やっぱり好きなものを食べて、向こうへ行きたいという方

がいらっしゃるんですね。そういう方、ただ、自分で決められると

きはそうなんですけれども、実際問題、自分で一切決められなくな

ってくると、やっぱりご家族の希望がすごく多くなってくるんです。
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だから、何とかそのときに、最期に好きなものを、ちょっと食べさ

せてあげるようにしてもらえませんかと頼まれて、衛生士さんと一

緒に、一緒にいるときだけですけれども、苦慮しながらいろいろや

って、その方がお亡くなりになって、ご家族が、最期、好きなもの

を食べられてよかったです、ありがとうございましたと、そう言わ

れるのがやっぱり一番、僕たちはほっとするし、やっていて間違い

じゃなかつたんだなと思うことが多いんで、今後もそういった形で

やっていきたいなと、そのように思っております。

Ｄ会長 ありがとうございます。

各委員の皆様から意見が出ました。事務局では、これをまとめて

いただいて、ぜひ次の協議会にもつなげていきたいと思うんですけ

ど、病院側として、ちょっと在宅の看取りとは違うので、病院側で

は、いわゆる病院で亡くなった方の遺族会であるとかグリーフケア

をどういうふうにされているんでしょうか。それぞれの病院からお

願いします。

Ｑオブザーバー Ｏ病院のＱです。

今、Ｄ先生からいただきました看取りグリーフケアというところ

に関しては、当院で積極的に取り組めているかと言われると、難し

いのかなという状況だと思います。

実際、各科の診療科において、デスカンファレンスのような状況

で、振り返りであったり、今後どうしていこうかというような検討

会を開かれるということはありますが、比較的そういうケースの場

合は、何かしら看取りに当たるに当たって、何か問題があったりと

か、ちょっと難しかったなという方に多いのかなという状況だと思

っています。

Ｄ会長 確かにそうですね。病院だと、医局ごとのデスカンファレンスが

あっても、ご家族の、例えば、先ほど言われたＡさんの、あんなこ

とやってほしかった、こんなこともやってほしかったというような

ことも含めてという、振り返りというのはなかなか、医療者に、看

護師さんにも伝わっていないなと思いますね。

Ｐ病院ではどうでしょうか。

Ｒオブザーバー Ｐ病院も同じで、グリーフケアに関しては今後の課題でありま

す。

看取りをされた後のご家族の方も、たまたまほかの用事で病院に

見えて、ご挨拶をされてといったタイミングでお話を聞いたりとか、
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デスカンファレンスをしたりとか、その程度ですので、そこの部分

は、まだまだ課題かなと思っています。

Ｄ会長 そこについては、Ａさん、実は、以前から言われていまして、病

院のほうからのお話だけじゃなくて、在宅側も、例えば医療、介護、

看護側が病院に乗り込んでいってというか、言い方悪いんですけれ

ども、乗り込んでいって、その職員にこういうような形でというお

話をすることが、来年度予算で一応考えています。

さらには、病院の、今ケアマネジャーさんの同行研修があるんで

すけれども、病院の職員さんの同行研修、今、訪問看護ステーショ

ンには行っているんですよね。それ以外の場所にも、実は出向いて

いって、どういうところで、現場で研修をお願いするようにしてい

ますんで、その安心感が、連携している安心感につながればいいか

なと思います。

安心感の問題は別なんですけれども、来年につながるということ

で、実は、看取るまで、看取った後の支援というところで、いわゆ

る、実はきょう、ちょっとまた、私も警察関係で問題があったのが、

いわゆる３週間前に自分が奥さんを看取ってしまった人が、ショッ

クで、自分で自殺をしてしまったという事例があります。これはも

う、実はその看取った後のフォローがきちんとされていなかったこ

とがあったと思うんですね。

実は、立川市では、この間、医師会との折衝委員会で、自殺につ

いていろいろ、今後予算がついてやるという話であったんですけれ

ども、そこが、自殺も、実は２割はがんを患っている人だというデ

ータがあるんです、全国的に。さらには、ほとんどが病苦で、例え

ば、借金苦であったり、生活苦であったりというのは、今の現在の

日本では比較的少なくなってきているということが、数値で出てい

るんですけれども、どうも立川市は、その生活苦とか、そっちのほ

うに重心を置いてしまっているところが、ちょっとこの間あったの

で、そこはちょっと意見を僕はさせていただいて、もう一度見直し

てくれということになったときに、この看取るまでと看取った後の

家族への支援ということにもつながるので、きっとそのほうとコラ

ボして、いろんな予算つけながらやってもらえるんではないかなと

思うんですけれども、いかがでしょうか。

ＡＣ課長 今おっしゃったように検討していまして、分析でも、高齢者が自

殺の割合、死亡率というんですが、多いということで、その辺には
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力を入れていきたいと思っています。

特に、市のほうは窓口をたくさん抱えているので、そこで気づく

ことを、次の対応できるところにつなげるということをしていきた

いと思います。私もこういう会に入りまして、そういったことを聞

いていますので、できるだけそれを生かして。来年から実際にはそ

の計画を実施していきますので、そこに生かしていきたいと思いま

す。

ありがとうございます。

Ｄ会長 すばらしいことだ。どうもありがとうございます。

では、本日予定していた議題は以上になります。

最後に事務局からお願いいたします。

事務局 ありがとうございました。

次回は、今年度最終の協議会となります。年明けの令和２年２月

21日の金曜日、本日と同じく１時30分から、場所も同じで302会議

室となります。よろしくお願いいたします。

また、本日チラシをお配りしていますので、ご案内いたします。

立川市医師会、多摩在宅ケアネットワーク、立川市共催で、12月

12日に講演会を行います。こちらですね。会議場は、立川駅北口の

ファーレ立川になります。立川ビジネスセンタービルの11階の立川

商工会議所で行われます。夜７時からでございます。登壇者は厚生

労働省の審議官で、講演のテーマが「厚労省大臣官房審議官が語る

日本の未来」となっておりますので、ぜひご参加いただければと思

います。

事務局 すみません。それとピンクのチラシで、第15回立川市地域福祉市

民フォーラム「令和を生きる私の老後」ということで、昨年、この

フォーラムでＤ先生にご登壇いただきまして、230名の方、出席者

集めさせていただきました。ことしもこんなテーマでやりますので、

ちょっと230名超えたいと思っていますので、皆様どうぞ、ぜひご

協力いただければと思います。よろしくお願いいたします。

Ｄ会長 あともう一つ、事務連絡をお願いいたします。

先ほど事務局のほうからあった、１月11日にたましんリスルホー

ル小ホールで、医療介護関係者の医療と介護の連携強化に関する多

職種連携ということで、まだ仮題なんですけれども、立川市におけ

る多（他）職種連携をもう一度考える会というのを行います。基本

的に、まず、多職種連携ポータルサイトの現状ということで、東京
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都医療ネットワークといって、各開業医さんと病院が同じ電子カル

テというか、情報共有ができて、さらには、多職種、いろんな職種

の間で、例えば、自分たちのスマホであるとか事業所のパソコンを

使って、それぞれのネットワークづくりをするということの基調講

演をＰ病院の先生、ＡＤ副院長先生にお願いした後に、シンポジウ

ムをやって、夕方５時ぐらいから、そこの地下ホールで、懇親会を

開きたいと思います。市の職員の方も含めて、ぜひ積極的にご参加

のほう、お願いいたします。

僕のほうからは以上です。すみません。

事務局 ありがとうございました。

以上をもちまして、第３回立川市在宅医療・介護連携推進協議会

を終了いたします。ありがとうございました。


